
新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は 03（3209）1111、新宿区ホームページは  http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

（3209）9999 　　　　　（3209）9900午前8時～午後10時（3）第 2208号　平成29年（2017年）4月15日発行

災害関連情報・区政情報を即時に発信

アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info

区公式フェイスブック shinjuku. info

目標（対象）
28年
1月末

（基準値）

29年
1月末

31年
1月末

（目標値）

区立図書館の子ど
もの延べ利用人数
の増加
（区内在住者対象）

小学生以下 101,517人 107,971人 102,000人

中学生 12,788人 13,478人 14,500人

高校生等
（16～18歳）

7,275人 7,326人 7,600人

合計 121,580人 128,775人 124,100人

区立図書館におけ
る子どもの年間貸
し出し冊数の増加
（区内在住者対象）

小学生以下 375,274冊 392,973冊 384,500冊

中学生 32,869冊 32,814冊 37,500冊

高校生等
（16～18歳）

16,833冊 15,669冊 17,600冊

合計 424,976冊 441,456冊 439,600冊

区立図書館におけ
る団体貸し出し冊
数の増加 区内の公立・

私立の幼稚園、
保育園、子ど
も園、児童館、
小・中学校等

47,735冊 57,609冊 57,000冊

区立図書館におけ
る団体貸し出しの
利用率の増加

71.9％ 70.8％ 75％

区立小・中学校の児
童・生徒の不読者率
（1か月間に本を1
冊も読んでいない
児童・生徒の割合）
の減少

小学生 0.1％ 0.1％ 2％以下

中学生 0.9％ 0.2％ 5％以下

第四次

　区では、ひとり親家庭等への生活支援、就業支援、経済的支援等を行っています。

対象の要件等詳しくは、お問い合わせください。

　相談先に困ったときはまずお問い合わせください。

【問合せ】子ども家庭課育成支援係（本庁舎2階）（5273）4558・（3209）1145へ。
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　計画では、子どもの読書活動について5つの目標値を定めていま

す（計画期間は28年度～31年度）。28年度（28年2月～29年1月）の

目標達成状況は下表のとおりです。今後も全ての目標達成に向け

て取り組みを続けていきます。

【問合せ】こども図書館 (大久保3―1―1、中央図書館内)（3364）

1421・（3208）2303へ。

児童育成手当

○育成手当

【対象】18歳に達する日以後の最初の

3月31日までの児童を養育し、児童が

下枠内のいずれかに該当する方

【手当額（月額）】児童1人に付き月額

13,500円

○障害手当

【対象】心身に障害（身体障害者手帳1

級～2級程度、愛の手帳1度～3度程

度、脳性まひ、進行性筋萎縮症）がある

20歳未満の児童を養育している方

【手当額（月額）】児童1人に付き月額

15,500円

児童扶養手当

【対象】18歳に達する日以後の最初の

3月31日まで（児童に中度以上の障害

がある場合は20歳に達するまで）の

児童を監護・養育し、児童が下枠内の

いずれかに該当する方

【手当額（月額）】所得に応じて9,980円

～42,290円。児童が2人以上のとき

は、第2子は5,000～9,990円、第3子か

らは1人に付き3,000～5,990円を加

算（平成29年4月1日現在）

医療費助成　

　医療機関で健康保険による診療を

受けた場合に、窓口で支払う自己負担

分のうち、一部負担金等相当額を除く

医療費を、申請日から助成します。

【対象】18歳に達する日以後の最初の3

月31日まで（児童に中度以上の障害が

ある場合は20歳に達するまで）の児童

を養育していて、児童が下枠内のいず

れかに該当する方とその児童

父母が離婚した、父または母が死亡・生死不明・重度の障害の状態

にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている、父または母

に引き続き1年以上遺棄されている、父または母が裁判所からのDV

（ドメスティックバイオレンス）保護命令を受けた、婚姻によらない

出生である（子の父（父子家庭の場合は母）に扶養される場合を除く）

ひとり親家庭等への手当・医療費助成
いずれも所得制限があります。手当の支給は、原則として申請の翌月分からです。

福祉制度をご利用ください

ひとり親家庭（母子・父子）等の方へ

　区立図書館では、この期間にお子さん向けのイベ

ントを多数開催します。各図書館のイベントは4面

で紹介しています。ぜひ、おいでください。

【問合せ】こども図書館 (大久保3―1―1、中央図書

館内)（3364）1421・（3208）2303へ。

子ども読書活動推進計画の達成状況

4月23日は子ども読書の日
4月23日～5月12日はこどもの読書週間

家家事事・・育育児児ののおお手手伝伝いいがが必必要要ななとときき

家家事事援援助助者者雇雇用用費費助助成成

　一時的な残業・出張・病気等で、ベビ

ーシッターやホームヘルパーを雇用す

る場合に、雇用費を助成します。

　利用時間は午前7時～午後10時の間

で、1回に付き2時間～8時間利用でき

ます。利用する前に利用登録をしてく

ださい。所得により助成額が異なりま

す。

【対象】義務教育修了前の子どもがいる

ひとり親家庭の親（子どもが中学生の

方はひとり親家庭になってから6か月

以内）

仕仕事事をを探探ししてていいるるとときき

自自立立支支援援促促進進事事業業

　就労・資格・技術取得の情報提供、職

業訓練校の紹介、ハローワークへの付

き添い、履歴書等の書き方や採用面接

のアドバイス、カウンセリング等を行

います。

【対象】20歳未満の子どもがいるひとり

親家庭の親。所得制限等の要件があり

ます。事前にご相談ください。

就就学学・・就就職職のの資資金金がが必必要要ななとときき

母母子子及及びび父父子子福福祉祉資資金金

　就学・就職等の資金を貸

し付けます。

※面接による審査があり

ます。早めにご相談くださ

い。

【対象】都内に6か月以上お住まいで、20

歳未満の子どもを扶養しているひとり

親家庭の親

リリフフレレッッシシュュししたたいいとときき

ひひととりり親親家家庭庭休休養養ホホーームム

　指定の宿泊施設と日帰り施設を無料

または低額な料金で利用できます。親の

み、子どものみでの利用はできません。

【対象】ひとり親家庭の親と20歳未満の

子ども

離離婚婚やや養養育育費費のの相相談談ををししたたいいとときき

家家庭庭相相談談・・ひひととりり親親相相談談

　離婚・養育費等の家庭内の相談や、ひ

とり親家庭の子育ての悩み・子どもの

学費等の各種相談を子ども家庭課育成

支援係でお受けしています。

シニア活動館の催し
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